
　

平
成
22
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
納

税
通
知
書
は
、
７
月
上
旬
に
お
届
け
し

ま
す
。

　

納
付
書
（
納
め
る
た
め
の
用
紙
）
は

と
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
納
付
の
際

は
納
期
を
間
違
え
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
領
収
証
書
は
所
定
の

用
紙
に
貼は

る
な
ど
し
て
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
は
、

世
帯
主
の
方
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。
ま

た
、
被
保
険
者
の
異
動
や
所
得
の
変
更

な
ど
に
よ
り
、
一
度
決
定
さ
れ
た
国
民

健
康
保
険
税
額
が
変
更
に
な
っ
た
場
合

は
、
そ
の
つ
ど
国
民
健
康
保
険
税
の
変

更
（
更
正
）
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

納
付
方
法
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
付
し
て
い
た
だ
く
普
通
徴
収

と
、
世
帯
主
の
方
が
受
給
さ
れ
て
い
る

年
金
か
ら
差
し
引
き
を
す
る
特
別
徴
収

と
の
２
通
り
が
あ
り
ま
す
。

●
普
通
徴
収

納
付
回
数　

原
則
８
回
（
平
成
22
年
７

　

月
か
ら
23
年
２
月
ま
で
）

◎
普
通
徴
収
分
の
国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
に
は
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。
口
座
振
替
を
ご
利
用
に
な

る
場
合
に
は
、
預
（
貯
）
金
口
座
の
あ

る
所
沢
市
の
取
扱
金
融
機
関
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
特
別
徴
収

　

世
帯
主
の
方
が
受
給
さ
れ
て
い
る
年

金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
が
差
し
引
か

れ
ま
す
。

納
付
回
数　

原
則
６
回
（
年
金
の
振
り

込
み
月
の
、
４
月
、
６
月
、
８
月
、

10
月
、
12
月
、
翌
年
２
月
）

特
別
徴
収
の
対
象　

次
の
す
べ
て
の
要

件
に
該
当
す
る
世
帯
主
の
方

【
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
要
件
】

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
で
あ
る
こ
と

②
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
全
員
が
、
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

方
で
あ
る
こ
と

③
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
の
年

額
が
18
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

④
国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の

合
計
額
が
、
年
金
額
の
２
分
の
１
を

超
え
な
い
こ
と

◎
世
帯
主
以
外
の
方
が
受
給
さ
れ
て
い

る
年
金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
を
差
し

引
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

納
期
ご
と
の
金
額　

１
年
間
の
国
民
健

康
保
険
税
額
を
８
回
（
特
別
徴
収
対

象
世
帯
の
場
合
は
６
回
）
に
分
け
た

金
額

◎
９
月
30
日
納
期
限
の
金
額
が
９
月
分

の
国
民
健
康
保
険
税
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

◆
非
自
発
的
失
業
者
の
軽
減
措
置

　

今
年
度
か
ら
、
企
業
の
倒
産
や
解
雇

等
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
職
を
失

っ
た
方
（
非
自
発
的
失
業
者
）
に
対
し
、

前
年
中
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30

（
７
割
減
額
）
と
み
な
し
て
計
算
し
、

国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
を
軽
減
す
る

措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
軽
減
措
置

を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
必

要
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
市
役
所
１
階

国
保
年
金
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

対
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
、

　

公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

か
ら
交
付
さ
れ
た
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
の
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、

12
、
21
、
22
、
23
、
31
、
32
、
33
、

34
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

◎
離
職
時
に
65
歳
以
上
の
高
年
齢
受
給

資
格
者
お
よ
び
短
期
雇
用
の
特
例
受
給

資
格
者
は
対
象
外
で
す
。

必
要
書
類　

▼
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
▼
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保

険
証
）

適
用
期
間　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度

末
ま
で
の
間
（
平
成
22
年
度
以
降
に

限
る
）

◎
平
成
22
年
４
月
か
ら
制
度
開
始
の
た

め
、
平
成
21
年
度
以
前
（
平
成
22
年
３

月
31
日
以
前
）
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
低
所
得
者
世
帯
の
軽
減
措
置

　

所
得
の
低
い
世
帯
に
対
す
る
軽
減
措

置
に
つ
い
て
は
、
均
等
割
額
と
平
等
割

額
の
軽
減
率
を
、
６
割
か
ら
７
割
、
４

割
か
ら
５
割
へ
と
引
き
上
げ
、
新
た
に

２
割
軽
減
を
設
け
る
こ
と
で
軽
減
措
置

を
拡
張
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
た
め
の
届

出
は
不
要
で
す
。

◎
世
帯
全
員
の
住
民
税
等
の
申
告
が
必

要
で
す
。
前
年
中
の
総
所
得
金
額
等
が

０
円
の
方
も
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
未
納
の
ま

ま
に
せ
ず
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
災
害
や
そ
の
他
特
別
な
事
情

に
よ
り
一
定
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
と

き
に
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

問

国
保
年
金
課
☎
２
９
９
８
︳

９
１
３
１

　

申
請
に
よ
り
、
保
険
料
の
支
払
い
が

免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

▼
経
済
的
な
理
由
や
災
害
等
に
よ
り
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
…

保
険
料
の
全
額
・
半
額
・
４
分
の
１

ま
た
は
４
分
の
３
の
額
が
免
除
（
申
請

者
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得

等
の
審
査
あ
り
）

▼
学
生
で
納
付

困
難
な
方
に

は
「
学
生
納

　

付
特
例
制
度
」
…
一
時
的
に
保
険
料

の
支
払
い
を
猶
予
（
申
請
者
の
み
の

前
年
所
得
の
審
査
あ
り
）

▼
学
生
以
外
の
30
歳
未
満
の
方
に
は
「
若

　

年
者
納
付
猶
予
制
度
」
…
一
時
的
に

保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
（
申
請
者

と
配
偶
者
の
み
の
前
年
所
得
等
の
審

査
あ
り
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
す
べ
て
の
方
…
年
金
手
帳
（
20
歳
到

達
時
は
不
要
）
、
印
鑑
（
本
人
申
請

の
場
合
は
不
要
）

②
離
職
し
た
こ
と
に
よ
り
申
請
す
る
方

…
①
に
加
え
、
「
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
」
ま
た
は
「
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
」

③
平
成
22
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ

れ
た
方
…
①
に
加
え
、
前
年
所
得
の

確
認
で
き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
や

課
税
証
明
書
等
）

④
学
生
の
方
…
①
に
加
え
、
学
生
証

◎
原
則
、
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。
全

額
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
に
該
当
す

る
場
合
は
、
自
動
継
続
で
き
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

申 

問
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
☎
２
９ 

９
８
_
９
０
９
５
5
２
９
９
８
_
９ 

０
６
１
ま
た
は
出
張
所
へ
直
接

　
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
民
健
康
保
険
税
は
、

医
療
機
関
へ
の
医
療
費
の
支
払
い
や
皆
さ
ん
へ
の
療
養
費
等
の
支
払
い
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
国
民
健
康
保
険
税
の

納
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

児童扶養手当
手当支給対象　次のいずれかに該当する児童を養育して
　いる母または養育者
　①父母が離婚した児童②父が死亡した児童③父が重度の
障害をもつ児童④その他の理由で父がいない児童
◎申請者やその配偶者および同居等生計を同じくしてい
る直系親族、兄弟姉妹の所得制限があります。
支給対象外　次のいずれかに該当する場合
　①児童が児童福祉施設（母子生活支援施設・通園施設を除く）に入所し
ている場合②公的年金を受けることができる場合
手当月額　▶児童が１人の場合…41,720円（全部支給）または41,710円か
　ら9,850円（一部支給）▶児童が２人の場合…5,000円を加算▶児童が３
　人以上の場合…１人につき3,000円を加算
◆父子家庭への児童扶養手当支給について
　８月より父子家庭への児童扶養手当支給対象を拡大する予定です。詳細
が決まりしだいお知らせします。

ひとり親家庭等医療費助成制度
助成対象　次のいずれかに該当する児童を養育している父・母・養育者・
児童

　①父母が離婚した児童②父または母が死亡した児童③父または母が重度
の障害をもつ児童④その他の理由で父または母がいない児童
◎申請者やその配偶者および同居等生計を同じくしている直系親族、兄弟
姉妹の所得制限があります。
助成対象外　児童が児童福祉施設（母子生活支援施設・通園施設を除く）
に入所している場合

◎いずれの制度においても、対象児童が18歳に達した日の属する年度末日
までが対象となります。
申 問市役所２階こども支援課
　☎２９９８_９１２４　5２９９８_９０３５

国
民
健
康
保
険
税
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

お
届
け
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
に
つ
い
て

保
険
税
の
軽
減
に
つ
い
て

保
険
税
の
納
付
相
談

児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費助成制度のごあんない

国
民
年
金 

保
険
料 

の
免
除
制
度
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問
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合
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国
保
年
金
課
☎
2
9
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募
集
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
書
は
、

７
月
１
日
㈭
か
ら
市
役
所
４
階
職
員
課

で
配
布
し
ま
す
。
な
お
、
受
験
申
込
書

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（「
人
材
募
集
」を

ク
リ
ッ
ク
）か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

受
付
期
間　

８
月
４
日
㈬
〜
７
日
㈯
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
（
７
日
㈯
は
午

後
４
時
ま
で
）

◎
事
務
（
民
間
企
業
等
経
験
者
対
象
）

を
申
し
込
み
の
方
は
、
８
月
４
日
㈬
〜

８
日
㈰
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
７
日

㈯
・
８
日
㈰
は
午
後
４
時
ま
で
）

受
付
場
所　

市
役
所
６
階
６
０
４
会
議
室

◎
募
集
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
書
を
郵

送
希
望
の
方
は
、
往
信
封
筒
の
表
に
受

験
希
望
職
種
を
朱
書
き
の
う
え
、
１
２

０
円
分
の
切
手
を
貼は

っ
た
、
あ
て
先
明

記
の
返
信
用
封
筒
（
Ａ
４
）
を
同
封
し
、

〒
359
_8501
職
員
課
へ
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。

　

募
集
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
書
は
、

７
月
１
日
㈭
か
ら
消
防
本
部
総
務
課
・

各
消
防
署
・
各
分
署
で
配
布
し
ま
す
。

受
付
期
間
／
場　

８
月
４
日
㈬
〜
６
日

㈮
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
／
消

防
本
部
総
務
課

◎
募
集
案
内
お
よ
び
受
験
申
込
書
を
郵

送
希
望
の
方
は
、往
信
封
筒
の
表
に「
募

集
案
内
・
受
験
申
込
書
希
望
」
と
朱
書

き
の
う
え
、
１
２
０
円
分
の
切
手
を
貼は

っ
た
、
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒

（
Ａ
４
）を
同
封
し
、
消
防
本
部
総
務
課

〒
359
_1118
け
や
き
台
１
_
13
_
11
へ
請

求
し
て
く
だ
さ
い

行
政
職
・
医
療
職

消
防
職

　県内市町村の職員採用に関する合同説明会に本市の説明
ブースを設置します。お気軽にお越しください。
日７月27日㈫午後１時～６時
場さいたまスーパーアリーナ（さいたま新都心
　駅下車すぐ）
◎会場へ直接お越しください。
問彩の国さいたま人づくり広域連合
　☎０４８‒６６４‒６６８１
　5０４８‒６６４‒６６６７

◆埼玉県市町村職員採用合同説明会

日７月17日㈯午前９時30分～午後４時
場市役所１階市民ホールおよび同８階大会議室
◎会場へ直接お越しください。自由に入退場してい
ただけます。
内採用試験の概要、市の事業概要説明、若手職員等
　による職務内容等の紹介、質疑応答
◎詳細は市ホームページ（「人材募集」をクリック）
をご覧ください。
問職員課☎２９９８‒９０４８5２９９８‒９０４２

◆所沢市職員・消防職員採用説明会

◎学校教育法による専修学校の専門課程のうち、修業年限２年以上、年間授業時数 800 時間以上のものについては、短期大学扱
いとします。高等学校に在学中の方は、全国高等学校統一用紙（応募書類その１）で申し込むことができます。受験資格の詳細は、
職種ごとの募集案内でご確認ください。採用予定人数は、欠員等の状況により変更になる場合があります。

募集職種 人 数 受　　験　　資　　格　　　（【　】内は申込時の提出書類）

行　

政　

職

事 務 20人

•大学を卒業または平成23年３月までに卒業見込みの方で、昭和60年４月２日以降に生まれた方
•短期大学を卒業または平成23年３月までに卒業見込みの方で、昭和62年４月２日以降に生ま
れた方
•高等学校を卒業または平成23年３月までに卒業見込みの方で、平成元年４月２日以降に生ま
れた方【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書】

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方
も
受
験
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
在
留
期
間
に
制
限
の
な
い
「
永
住
者
」
お
よ
び

「
特
別
永
住
許
可
」
を
持
っ
た
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
方

事 務
（民間企業等
経験者対象）

３人
•民間企業等に勤務した期間が通算して直近７年中５年以上あり、かつ継続して勤務した期間
が３年以上ある（平成22年７月末日現在）方で、昭和46年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②職務経歴書】

技　
　

術　
　

職

土 木 ２人
•高等学校、短期大学もしくは大学等の土木関係の学部、学科を卒業または平成23年３月まで
に卒業見込みの方で、昭和56年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書　③成績証明書】

建築設備 １人
•高等学校、短期大学もしくは大学等の建築関係の学部、学科を卒業または平成23年３月まで
に卒業見込みの方で、昭和56年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書　③成績証明書】

化 学 １人
•高等学校、短期大学もしくは大学等の化学関係の学部、学科を卒業または平成23年３月まで
に卒業見込みの方で、昭和56年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書　③成績証明書】

電 気 １人
•高等学校、短期大学もしくは大学等の電気関係の学部、学科を卒業または平成23年３月まで
に卒業見込みの方で、昭和56年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書　③成績証明書】

機 械
（機械工学
専攻） 

１人
•高等学校、短期大学もしくは大学等の機械工学関係の学部、学科を卒業または平成23年３月
までに卒業見込みの方で、昭和56年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書　③成績証明書】

保 育 士 10人
•保育士の資格を有する方または平成23年３月までに保育士の資格を取得見込みの方で、昭和
61年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②資格証明書または資格取得見込証明書】

医　

療　

職

保 健 師 １人
•保健師の資格を有する方または平成23年３月までに保健師の資格を取得見込みの方で、昭和
56年４月２日以降に生まれた方
　【①受験申込書　②資格証明書または資格取得見込証明書】

看 護 師 ３人
•看護師の資格を有する方で、昭和45年４月２日以降に生まれた方
◎看護師に限り、採用予定時期は平成23年１月１日以降となります。
　【①受験申込書　②資格証明書】

消 

防 

職
消 防 士 12人

•大学を卒業または平成23年３月までに卒業見込みの方で、昭和59年４月２日以降に生まれた方
•短期大学を卒業または平成23年３月までに卒業見込みの方で、昭和61年４月２日以降に生まれた方
•高等学校を卒業または平成23年３月までに卒業見込みの方で、昭和63年４月２日以降に生まれた方
【①受験申込書　②卒業証明書または卒業見込証明書　③消防職員志願書　④所沢市消防職員
採用資格試験受験票】

日
本
国
籍　

を
有
す
る
方

募集内容

幅
広
い
視
野
、
柔
軟
な
発
想
力
を
持
ち
、
行
動
力
の
あ
る

市
職
員
・
消
防
職
員
を
募
集

第1次試験日　９月19日㈰
◎郵送、代理人による受験の申し込みはできません。また、書類不備
の場合は受け付けできません。提出書類の卒業証明書等は交付日から
６か月を経過したものは受け付けられませんのでご注意ください。

　

市
で
は
下
表
の
と
お
り
職
員
を
募
集

し
ま
す
。
採
用
予
定
時
期
は
平
成
23
年

４
月
１
日
以
降
で
す（
看
護
師
を
除
く
）。

▼
市
職
員
に
つ
い
て
…
職
員
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
４
８　

5
２
９
９
８
_
９
０
４
２

▼
消
防
職
員
に
つ
い
て
…
消
防
本
部
総
務
課
☎
２
９
２
９
_
９
１
２
０　

5
２
９
２
９
_
９
１
２
７

問
い
合
わ
せ

～あなたの力を生かして所沢市の未来をつくりませんか～

5　広報　　　　　　　　　　平成22年７月号
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